
2.調査結果

No.

31

32

33

34

（条件）

点検整備工(修理用ｹﾞｰﾄ開閉装置) 式 1
第  4号代価表

製作工(修理用ｹﾞｰﾄ開閉装置改造) 式 1
第  2号代価表

据付工(角落ｹﾞｰﾄ扉体据付) 式 1
第  3号代価表

名　称 規　格 単 位 数 量 摘　要

製作工(角落ｹﾞｰﾄ扉体製作) 式 1
第  1号代価表

調査報告書

1.調査概要

業 務 名 称 令和６年度　単価契約岐阜県内建設資材価格等調査業務 依 頼 番 号 新丸-工二-8

事 務 所 名 新丸山ﾀﾞﾑ工事事務所



第  1号代価表 製作工(角落ｹﾞｰﾄ扉体製作)

1 式 当り

摘　要 諸雑費

機械設備製作工 人 1,500.00

名　称 規　格 単 位 数 量

製作補助材料費 % 10

（条件）

1.製作補助材料費は､製作に必要な接着材料､溶接材､ﾊﾝﾀﾞ､酸素､ｱｾﾁﾚﾝｶﾞｽ､油脂類(潤滑油､作動油は除く)､補修材､くぎ等(鋳造に必要なｺｰｸｽ､石灰石､重油等は含まな
い)であり､材料費（主要部材費一式+副部材費一式）の合計額に上表の率を上限として計上する｡
2.1門1式である｡
3.輸送費は含まず｡
4.塗装費は含まず｡

第  2号代価表 製作工(修理用ｹﾞｰﾄ開閉装置改造)

1 式 当り

名　称 規　格 単 位 数 量 摘　要 諸雑費

機械設備製作工 人 535.00

諸雑費 式 1 端数整理

（条件）

1.2門1式である｡
2.輸送費は含まず｡



第  3号代価表 据付工(角落ｹﾞｰﾄ扉体据付)

1 式 当り

名　称 規　格 単 位 数 量 摘　要 諸雑費

機械設備据付工 人 344.00 *

据付材料費 % 2.5

据付補助材料費 % 6.5

（条件） 上記摘要欄の*は、諸雑費率の対象である

1.据付材料費は､据付に必要な現場で加工するｱﾝｶｰ材･ｽﾃｰ材､機側操作盤以降の電気配線･配管材､油脂類等(作動油･潤滑油を含む)であり､労務費の合計額に上表の率
を乗じた金額を上限として計上する｡
2.据付補助材料費は､据付において補助的に消費される材料(ﾗｲﾅｰ､ｼﾑ､溶接棒､ｱｾﾁﾚﾝ､酸素､塗料､接着剤等)であり､労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限と
して計上する｡
3.2門(各9段積)1式である｡
4.ﾘﾌﾃｨﾝｸﾞﾋﾞｰﾑ使用時の工数である｡(足場に要する工数は含まない)

第  4号代価表 点検整備工(修理用ｹﾞｰﾄ開閉装置)

1 式 当り

名　称 規　格 単 位 数 量 摘　要 諸雑費

機械設備据付工 人 104.00

諸雑費 式 1 端数整理

（条件）

1.開閉装置2門･機側操作盤2面1式である｡



業務名称 令和６年度　単価契約岐阜県内建設資材価格等調査業務
事務所名 中部地方整備局 新丸山ﾀﾞﾑ工事事務所
依頼番号 新丸-工二-8

総括表
第  1号代価表
製作工(角落ｹﾞｰﾄ扉体製作)

第  2号代価表
製作工(修理用ｹﾞｰﾄ開閉装置改造)

第  3号代価表
据付工(角落ｹﾞｰﾄ扉体据付)

第  4号代価表
点検整備工(修理用ｹﾞｰﾄ開閉装置)


